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外
形
標
準
課
税
と
は

　

1
月
14
日
、
15
年
度
税
制
改
正
大
綱
が

閣
議
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
柱
は
法
人
税
改

革
で
あ
り
、
16
年
度
に
か
け
て
国
と
地
方

を
合
わ
せ
た
法
人
税
率
を
現
行
の
34
・
6

％
か
ら
31
・
3
％
に
引
き
下
げ
る
一
方
、

そ
の
代
替
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

が
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
中
心
が
外
形
標

準
課
税
の
拡
大
で
あ
る
。

　

一
般
に
外
形
標
準
課
税
と
は
、
売
上
高
、

事
業
所
の
床
面
積
や
従
業
員
数
と
い
っ
た
、

所
得
以
外
を
基
準
に
課
税
す
る
こ
と
を
指

す
が
、
今
回
拡
大
さ
れ
た
外
形
標
準
課
税

（
以
下
、
単
に
外
形
標
準
課
税
）
は
都
道

府
県
が
課
す
法
人
事
業
税
と
い
う
税
目
の

一
つ
の
課
税
方
式
で
、
付
加
価
値
と
資
本

金
等
を
課
税
ベ
ー
ス
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
外
形
標
準
課
税
は
、
地
方
税
、

法
人
課
税
、
付
加
価
値
税
と
い
う
三
つ
の

要
素
を
兼
ね
備
え
た
税
目
と
い
え
る
。
た

だ
し
、
適
用
対
象
は
資
本
金
1
億
円
超
の

法
人
に
限
ら
れ
、
基
本
的
に
、
こ
れ
ら
の

法
人
は
付
加
価
値
、
資
本
金
等
、
お
よ
び
、

所
得
の
三
つ
に
総
合
的
に
課
税
さ
れ
、
そ

れ
以
外
の
中
小
法
人
は
所
得
の
み
を
基
準

に
課
税
さ
れ
る
。

　

今
回
の
改
正
は
、
16
年
度
に
か
け
て
外

形
標
準
課
税
部
分
の
税
率
を
2
倍
に
し
、

所
得
に
掛
か
る
税
率
を
7
・
2
％
か
ら

4
・
8
％
へ
と
3
分
の
2
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
適
用
対
象
は
資
本
金
1
億
円
超
の

法
人
の
ま
ま
で
、
中
小
法
人
へ
の
適
用
拡

大
は
見
送
ら
れ
た
。
与
党
税
制
改
正
大
綱

で
は
、
法
人
税
率
20
％
台
へ
の
引
き
下
げ

に
向
け
、
さ
ら
な
る
拡
大
が
検
討
事
項
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
外
形
標
準
課
税
は
な
ぜ
導
入
・

拡
大
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
外
形

標
準
課
税
を
含
む
地
方
法
人
課
税
の
改
正

は
ど
う
評
価
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

外
形
標
準
課
税
の
重
要
な
根
拠
の
一
つ
と

さ
れ
る
「
応
益
性
」
に
つ
い
て
掘
り
下
げ

た
う
え
で
、
応
益
性
を
定
量
的
に
分
析
し

た
研
究
を
引
用
し
応
益
性
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
。
最
後
に
、
応
益
性
の
観
点
か

ら
今
次
の
改
正
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

地
方
の
法
人
課
税
依
存
を
是
正
せ
よ

住
民・自
治
体
の
当
事
者
意
識
を
高
め
る
改
革
を

日
本
総
合
研
究
所
調
査
部
　
研
究
員

立
岡
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2
0
1
5
年
度
税
制
改
正
大
綱
で
は
法
人
税
率
引
き
下
げ
と
と
も
に
、
そ
の
代
替
財
源
確
保
策
と
し
て
外
形
標
準
課
税

拡
大
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
今
回
の
外
形
標
準
課
税
の
議
論
は
、
導
入
時
と
異
な
り
、
地
方
税
と
い
う
よ
り
法
人
課
税
の
観

点
か
ら
な
さ
れ
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
外
形
標
準
課
税
の
最
大
の
理
論
的
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
「
応
益
性
」
の
概
念
で
あ

る
が
、
政
府
の
議
論
で
は
そ
の
概
念
が
曖
昧
な
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
応
益
性
を
定

量
的
に
検
証
し
た
研
究
を
引
用
し
、
応
益
性
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
応
益
性
の
観
点
か
ら
今
次
の
改
正
を
評
価
す
る

と
、
中
小
法
人
に
外
形
標
準
課
税
の
適
用
が
見
送
ら
れ
た
こ
と
、
地
方
の
法
人
課
税
依
存
と
い
う
問
題
に
抜
本
的
措
置
が

講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
と
い
え
る
。
住
民
と
自
治
体
双
方
の
当
事
者
意
識
が
高
ま
る
よ
う
、
わ
が
国
全
体
と
し

て
負
担
と
受
益
の
リ
ン
ク
を
強
め
る
よ
う
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。

た
つ
お
か
・
け
ん
じ
ろ
う　
07
年
東

大
卒
。同
年
日
本
総
合
研
究
所
入
社
。

内
外
経
済
に
関
す
る
調
査
研
究
や
政

策
提
言
に
従
事
。税
制
な
ど
が
専
門
。
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応
益
性
の
概
念

　

外
形
標
準
課
税
は
、
03
年
度
税
制
改
正

大
綱
で
導
入
が
決
定
さ
れ
、
04
年
度
か
ら

適
用
が
開
始
さ
れ
た
。
法
人
事
業
税
の
課

税
ベ
ー
ス
を
所
得
か
ら
外
形
的
基
準
に
見

直
す
べ
き
と
の
意
見
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ

っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
政
府
内
で
議
論
の

俎そ

上じ
ょ
う

に
載
せ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
バ
ブ

ル
崩
壊
に
伴
う
地
方
財
政
の
悪
化
が
あ
っ

た
。
当
時
、
小
泉
政
権
下
で
国
庫
補
助
負

担
金
、
交
付
税
、
税
源
移
譲
を
含
む
税
源

配
分
と
い
う
「
三
位
一
体
の
改
革
」
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、
外
形
標
準
課
税
も
国
・

地
方
の
税
源
配
分
の
見
直
し
や
地
方
分
権

と
い
っ
た
流
れ
の
中
で
導
入
さ
れ
た
と
も

い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
今
回
の
外
形
標
準
課
税

の
議
論
は
、
安
倍
晋
三
首
相
が
法
人
税
率

引
き
下
げ
の
検
討
を
指
示
し
た
こ
と
が
引

き
金
と
な
っ
て
お
り
、
法
人
課
税
の
観
点

か
ら
議
論
さ
れ
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
昨

年
6
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
経
済
財
政

運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
1
4
」
に

も
「
数
年
で
法
人
実
効
税
率
を
20
％
台
ま

で
引
き
下
げ
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
引

き
下
げ
は
来
年
度
か
ら
開
始
す
る
。（
中

略
）
年
末
に
向
け
て
議
論
を
進
め
、
具
体

案
を
得
る
」
と
明
記
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
前
回
と
今
回
で
は
議
論
の

起
点
は
異
な
る
も
の
の
、
外
形
標
準
課
税

の
理
論
的
根
拠
と
し
て
前
面
に
出
さ
れ
た

の
が
応
益
課
税
と
い
う
概
念
で
あ
る
こ
と

は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
納
税
者
が
行

政
か
ら
公
共
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
便
益
を
受

け
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
対
価
と

し
て
課
税
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

地
方
自
治
体
が
提
供
す
る
財
・
サ
ー
ビ
ス

は
、
警
察
や
消
防
、
教
育
な
ど
住
民
に
と

っ
て
よ
り
身
近
で
便
益
を
感
じ
や
す
い
も

の
が
中
心
の
た
め
、
応
益
性
は
地
方
税
に

お
け
る
重
要
な
課
税
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ

る
。
な
お
、
応
益
課
税
に
対
比
さ
れ
る
概

念
が
「
応
能
課
税
」
で
あ
り
、
納
税
者
の

税
負
担
能
力
、
具
体
的
に
は
所
得
や
資
産

な
ど
に
着
目
し
て
課
税
す
る
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
専
ら
国
税
の
課
税

根
拠
と
し
て
重
視
さ
れ
る
。

　

外
形
標
準
課
税
の
導
入
理
由
に
関
し
、

中
長
期
的
な
視
点
か
ら
税
制
の
あ
り
方
を

助
言
・
報
告
す
る
政
府
税
制
調
査
会
で
は
、

「
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
」「
応
益
課
税

と
し
て
の
税
の
性
格
の
明
確
化
」（
02
年

11
月
答
申
）
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昨
年
6
月
の
同
調
査
会
の
報
告
書

「
法
人
税
の
改
革
に
つ
い
て
」の
な
か
で
も
、

「
外
形
標
準
課
税
は
、
多
数
の
法
人
が
法

人
事
業
税
を
負
担
し
て
い
な
い
と
い
う
状

況
の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、（
中
略
）

応
益
性
の
観
点
か
ら
、
将
来
的
に
は
外
形

標
準
課
税
の
割
合
や
対
象
法
人
を
拡
大
し

て
い
く
方
向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
「
税
負
担
の
公
平
性
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
の
背
後
に
は
、
税
負
担
能
力

で
は
な
く
受
益
に
応
じ
た
税
負
担
を
す
る

の
が
公
平
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、

こ
れ
も
応
益
性
を
根
拠
に
し
て
い
る
と
い

え
る
。
政
府
の
見
解
を
や
や
単
純
化
し
て

い
え
ば
、
わ
が
国
で
は
所
得
の
な
い
欠
損

法
人
が
全
法
人
の
約
7
割
に
も
上
っ
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
法
人
は
所
得
が
課
税
ベ
ー

ス
で
あ
る
限
り
法
人
事
業
税
を
負
担
し
な

い
。
他
方
、
こ
う
し
た
法
人
も
行
政
か
ら

の
便
益
を
受
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
法
人

事
業
税
の
課
税
ベ
ー
ス
を
所
得
か
ら
付
加

価
値
な
ど
に
シ
フ
ト
し
、
欠
損
法
人
に
も

税
負
担
を
求
め
る
べ
き
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

　

応
益
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
公
平
性

の
み
な
ら
ず
効
率
性
に
も
か
な
う
と
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
の
財
・
サ
ー
ビ
ス

に
適
正
な
対
価
を
求
め
る
こ
と
は
、
納
税

者
の
行
政
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
治
体
は
規
律
づ
け
ら
れ
、
納

税
者
に
説
明
責
任
を
果
た
す
。
こ
う
し
て

資
源
が
よ
り
効
率
的
に
配
分
さ
れ
る
。

応
益
性
の
定
量
的
把
握

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
応
益
性
の
ロ
ジ

ッ
ク
に
は
留
意
点
も
あ
る
。
一
つ
目
は
、

法
人
が
自
然
人
で
は
な
い
こ
と
だ
。
経
済

学
的
に
は
、
法
人
は
税
を
負
担
す
る
主
体

で
は
な
く
、
法
人
課
税
は
最
終
的
に
法
人

の
株
主
、
労
働
者
、
顧
客
（
消
費
者
）
の

い
ず
れ
か
に
転
嫁
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
法
人
は
税
を
単
な
る
コ
ス
ト
と

し
か
認
識
せ
ず
、
行
政
に
関
心
を
払
わ
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

　

二
つ
目
は
、
法
人
事
業
税
以
外
の
税
負

担
も
捉
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
。
法
人

に
は
住
民
税
や
固
定
資
産
税
を
は
じ
め
多

様
な
税
目
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
多

く
が
所
得
が
な
く
て
も
税
負
担
が
生
じ
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
人
事
業
税
の

み
を
支
払
っ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

応
益
性
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
は
言
い

切
れ
な
い
。

　

三
つ
目
に
、
法
人
が
地
方
自
治
体
か
ら

受
け
る
便
益
を
計
る
の
は
容
易
で
な
い
こ

と
だ
。
地
方
自
治
体
が
提
供
す
る
財
や
サ

ー
ビ
ス
の
多
く
は
、
消
費
者
や
利
用
者
を

排
除
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
自
治
体
が
提
供
し
、
そ
の
対

価
を
税
と
い
う
形
式
で
徴
収
す
る
の
で
あ

り
、
法
人
が
ど
の
よ
う
な
財
・
サ
ー
ビ
ス
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を
ど
れ
だ
け
得
て
い
る
の
か
を
計
る
に
は

一
定
の
想
定
を
置
く
必
要
が
あ
る
。

　

応
益
性
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
記

の
三
つ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、

今
回
の
政
府
の
議
論
で
は
そ
れ
が
な
さ
れ

た
と
は
言
い
難
い
。
地
方
で
法
人
が
税
を

ど
の
く
ら
い
負
担
し
、
便
益
を
ど
れ
だ
け

受
け
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
定
量
的
情
報

は
示
さ
れ
ず
、
応
益
性
と
い
う
ワ
ー
ド
が

感
覚
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象

が
否
め
な
い
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
も
、
関
西
学
院
大
学

経
済
学
部
の
林

宜
嗣
教
授
は
15

年
、
地
方
に
お

け
る
個
人
と
法

人
の
税
負
担
額

と
受
益
額
（
12

年
度
）
を
試
算

し
て
お
り
、
注

目
さ
れ
る
。
税

負
担
の
試
算
対

象
は
地
方
税
全

体
で
あ
り
、
受

益
に
つ
い
て
は

地
方
の
歳
出
額

を
総
務
費
、
民

生
費
、
教
育
費

な
ど
目
的
別
に

個
人
と
法
人
、

社
会
全
体
に
振

り
分
け
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

個
人
は
税
負
担

が
約
22
兆
円
、

受
益
が
約
37
兆
円
、
そ
れ
に
対
し
法
人
は

税
負
担
が
約
14
兆
円
、
受
益
が
約
6
兆
円

と
試
算
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
が

受
益
超
過
、
法
人
が
負
担
超
過
と
い
う
結

果
に
な
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
林
教
授
の
試
算
を
拡
張
し
、

法
人
の
税
負
担
額
と
受
益
額
に
つ
い
て
企

業
規
模
、
所
得
の
有
無
と
い
っ
た
違
い
を

考
慮
し
た
試
算
を
行
い
、
応
益
性
を
検
証

し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
結
果
を
詳
説
し

よ
う
。

　

図
表
1
で
は
、
利
益
法
人
、
欠
損
法
人

別
に
、
1
法
人
あ
た
り
の
税
負
担
額
と
受

益
額
、
お
よ
び
、
税
負
担
額
を
受
益
額
で

除
し
た
負
担
受
益
比
率
を
示
し
て
い
る
。

負
担
受
益
比
率
は
、
受
益
に
対
す
る
税
負

担
の
相
対
的
重
さ
を
表
し
、
そ
れ
が
1
を

上
回
っ
て
い
れ
ば
負
担
超
過
、
1
を
下
回

っ
て
い
れ
ば
受
益
超
過
を
意
味
す
る
。

　

利
益
法
人
か
ら
み
る
と
、
税
負
担
額
は

資
本
金
1
0
0
0
万
円
未
満
の
2
8
9
万

円
か
ら
、
資
本
金
で
測
っ
た
企
業
規
模
が

大
き
く
な
る
に
つ
れ
増
え
、
資
本
金
10
億

円
以
上
で
17
・
5
億
円
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
受
益
額
は
1
4
0
万
円
か

ら
5
・
4
億
円
の
レ
ン
ジ
に
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
欠
損
法
人
に
目
を
移
す
と
、
税
負

担
額
が
97
万
円
か
ら
4
・
4
億
円
、
受
益

額
が
58
万
円
か
ら
2
・
8
億
円
の
レ
ン
ジ

で
あ
る
。
税
負
担
の
内
訳
で
は
、
固
定
資

産
税
な
ど
の
「
そ
の
他
」
の
負
担
が
、
と

り
わ
け
欠
損
法
人
や
資
本
金
の
少
な
い
階

級
で
重
い
。

　

で
は
、
肝
心
の
負
担
受
益
比
率
は
ど
う

か
。
そ
れ
を
グ
ラ
フ
で
示
し
た
の
が
図
表

2
で
あ
る
。
ま
ず
、
利
益
法
人
、
欠
損
法

人
の
別
に
み
る
と
、
利
益
法
人
で
は
、
い

ず
れ
の
階
級
で
も
負
担
受
益
比
率
が
1
を

上
回
り
、
と
り
わ
け
資
本
金
10
億
円
以
上

で
は
3
を
超
え
る
な
ど
負
担
が
重
く
な
っ

て
い
る
。
対
し
て
、
欠
損
法
人
で
は
、
資

本
金
5
0
0
0
万
円
以
上
1
億
円
未
満
と

資
本
金
1
億
円
以
上
10
億
円
未
満
の
階
級

で
1
を
若
干
下
回
る
一
方
、
そ
れ
以
外
の

階
級
で
1
を
上
回
り
、
資
本
金
1
0
0
0

万
円
未
満
、
お
よ
び
、
資
本
金
10
億
円
以

上
で
は
1
・
5
を
超
え
て
い
る
。

　

次
い
で
、
横
軸
の
資
本
金
階
級
ご
と
に

利
益
法
人
と
欠
損
法
人
と
を
比
較
す
る
と
、

負
担
受
益
比
率
は
す
べ
て
の
階
級
で
利
益

法
人
が
欠
損
法
人
を
上
回
っ
て
お
り
、
そ

の
差
異
は
、
資
本
金
1
0
0
0
万
円
未
満

で
比
較
的
小
さ
く
、
そ
れ
以
上
の
階
級
で

大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
今
回
の
改
正
に
よ
る
外
形
標

準
課
税
拡
大
の
影
響
を
み
る
と
、
外
形
標

準
課
税
の
対
象
と
な
る
資
本
金
1
億
円
超

の
階
級
に
お
い
て
利
益
法
人
と
欠
損
法
人

資本金階級

5千万円以上
1億円未満

1千万円
未満

45
37
9
27
171
289
140
2.1

法人税（地方交付税分）
法人事業税
法人住民税（都道府県）
法人住民税（市町村）
その他（固定資産税など）

税負担計<a>
受益<b>
負担受益比率<（a）/（b）>
（改正後）

236
217
41
119
394

1,006
475
2.1

1,219
1,140
208
572
1,598
4,736
2,331
2.0

4,689
4,250
827
2,231
3,167
15,164
6,719
2.3
2.2

63,419
45,463
8,898
25,642
32,050
175,471
53,837

3.3
3.2

0
0
2
7
88
97
58
1.7

法人税（地方交付税分）
法人事業税
法人住民税（都道府県）
法人住民税（市町村）
その他（固定資産税など）

税負担計<c>
受益<d>
負担受益比率<（c）/（d）>
（改正後）

0
0
4
12
194
209
197
1.1

0
2
7
24
809
842
923
0.9

0
249
47
120
1,641
2,056
2,327
0.9
1.0

0
10,904
834
2,440
29,849
44,027
27,681

1.6
1.8

1千万円以上
5千万円未満 10億円以上

（単位：万円）

1億円以上
10億円未満

利
益
法
人

欠
損
法
人

（注１）その他（固定資産税など）は、法人企業統計における租税公課のデータであり、一部租税以外の負担も含む。
（注２）改正の影響については、外形標準課税拡大による税負担の変化のみを機械的に計算した。空欄は変化のない部分。
（出所）立岡健二郎「外形標準課税拡大をどう評価するか-応益性の定量的把握と分析の試み-」JRIレビュー No.26（近刊）

〈図表1〉地方における法人の税負担額、受益額（試算）
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の
間
の
負
担
受
益
比
率
の
差
異
は
縮
小
す

る
も
の
の
、
欠
損
法
人
だ
け
を
み
れ
ば
、

む
し
ろ
資
本
金
10
億
円
以
上
の
階
級
と
そ

の
他
の
階
級
の
間
の
負
担
受
益
比
率
の
差

異
が
一
段
と
拡
大
す
る
。

今
回
の
改
正
の
問
題
点

　

で
は
、
応
益
性
の
観
点
か
ら
今
回
の
改

正
は
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
問
題
点
を
二
つ
指
摘
し
よ
う
。

　

第
一
に
、
外
形
標
準
課
税
の
中
小
法
人

に
対
す
る
適
用
が
見
送
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
図
表
2
で
示
し
た
よ
う
に
、
利
益
法

人
と
欠
損
法
人
の
間
の
負
担
受
益
比
率
の

差
異
は
、
資
本
金
1
0
0
0
万
円
以
上
の

階
級
で
大
き
い
。
外
形
標
準
課
税
を
拡
大

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
象
を
資
本
金

1
0
0
0
万
円
以
上
1
億
円
未
満
の
法
人

に
も
広
げ
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
え
る
。

　

第
二
に
、
地
方
に
お
け
る
法
人
課
税
依

存
が
是
正
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

林
教
授
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
個
人

と
法
人
の
間
の
応
益
性
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
法
人
の
地
方
税
負
担
は
全
体
と
し
て

軽
減
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
今
回
の
改
正
で
は
地
方
に
お
け

る
法
人
税
収
は
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
る
形
で
決

着
し
た
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
今
回
の
法
人
税
改
革

の
議
論
が
法
人
税
率
引
き
下
げ
を
起
点
と

し
て
い
る
こ
と
や
、
法
人
課
税
の
枠
内
で

の
単
年
度
税
収
中
立
が
強
く
意
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
外
形
標
準
課
税
の

拡
大
は
、
単
な
る
法
人
税
率
引
き
下
げ
の

代
替
財
源
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。

　

な
お
、
地
方
の
法
人
課
税
依
存
は
、
応

益
性
の
観
点
の
み
な
ら
ず
、
国
・
地
方
間

の
最
適
な
税
源
配
分
と
い
う
観
点
か
ら
も

望
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
。
一
般
的
に
法

人
課
税
は
税
収
が
安
定
せ
ず
、
地
域
間
で

偏
在
す
る
ほ
か
、
税
源
（
課
税
ベ
ー
ス
）

が
移
動
し
や
す
い
と
い
っ
た
性
質
が
あ
り
、

個
人
所
得
税
や
消
費
税
な
ど
に
比
べ
て
地

方
税
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。

法
人
課
税
に
依
存
し
過
ぎ
る
と
、
ま
ず
、

自
治
体
は
住
民
生
活
に
不
可
欠
な
公
共

財
・
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
に
供
給
す
る
の

が
困
難
に
な
り
、
国
か
ら
の
財
政
移
転
が

必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
、
地

方
自
治
体
間
の
税
収
格
差
が
拡
大
し
、
そ

れ
を
な
ら
す
た
め
の
自
治
体
間
の
財
政
調

整
の
必
要
性
が
増
す
可
能
性
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
地
方
自
治
体
間
で
税
源
を
呼
び
込

む
た
め
の
税
率
引
き
下
げ
競
争
が
生
じ
る

恐
れ
が
高
ま
る
。

当
事
者
意
識
を
高
め
る
改
革
を

　

今
回
の
改
正
で
外
形
標
準
課
税
の
中
小

法
人
へ
の
適
用
が
見
送
ら
れ
、
地
方
の
法

人
課
税
依
存
が
是
正
さ
れ
な
か
っ
た
背
景

に
は
、
わ
が
国
が
抱
え
る
根
深
い
問
題
が

指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
も
自
治
体

も
国
民
と
真し

ん

摯し

に
向
き
合
う
こ
と
を
避
け

て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
税
を
取
り
や

す
い
と
こ
ろ
か
ら
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。

　

確
か
に
、
法
人
自
身
は
選
挙
権
を
持
た

な
い
の
で
、
法
人
に
税
負
担
を
求
め
る
こ

と
は
政
治
的
に
都
合
が
い
い
だ
ろ
う
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
経
済
学
的
に
は
法

人
課
税
は
最
終
的
に
法
人
の
株
主
、
労
働

者
、
顧
客
（
消
費
者
）
の
い
ず
れ
か
が
負

担
す
る
の
だ
が
、
一
般
の
国
民
あ
る
い
は

住
民
の
立
場
か
ら
は
そ
れ
が
認
識
さ
れ
に

く
い
。
さ
ら
に
、
株
主
、
労
働
者
、
顧
客

は
、
法
人
の
事
務
所
や
工
場
の
あ
る
地
域

に
住
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
法

人
課
税
の
一
部
は
当
該
国
や
当
該
自
治
体

か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
直
接
享
受
し
な
い
非

居
住
者
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
従

っ
て
、
国
民
あ
る
い
は
住
民
に
税
負
担
を

な
る
べ
く
求
め
た
く
な
い
国
や
自
治
体
は

法
人
、
と
り
わ
け
ご
く
少
数
の
有
権
者
し

か
利
害
関
係
を
持
た
な
い
大
法
人
に
税
負

担
を
求
め
が
ち
で
あ
る
。

　

だ
が
、
税
負
担
は
本
来
、
法
人
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
有
権
者
で
あ
る
国
民
あ
る
い

は
住
民
に
求
め
る
べ
き
も
の
だ
。
と
り
わ

け
自
治
体
は
、
納
税
者
一
人
ひ
と
り
に
対

し
て
税
収
が
何
に
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る

の
か
、
あ
る
い
は
使
わ
れ
た
の
か
に
つ
い

て
詳つ

ま
び
ら
か
に
し
、
受
益
に
見
合
っ
た
税
負

担
を
求
め
て
い
く
べ
き
だ
。
そ
れ
に
よ
っ

て
住
民
の
自
治
意
識
が
育
成
さ
れ
る
と
と

も
に
、
自
治
体
も
住
民
に
向
き
合
い
、
住

民
が
求
め
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き

る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
住
民
と
自
治
体
双
方
の
当

事
者
意
識
は
、
安
倍
政
権
の
重
点
政
策
と

し
て
急
浮
上
し
た
地
方
創
生
で
も
重
要
な

カ
ギ
を
握
る
。
地
方
創
生
の
メ
ニ
ュ
ー
と

【相対的税負担】
重い

改正後利益法人（改正前）

欠損法人（改正前）

4

3

2

1

0
1千万円
未満

1千万円以上
5千万円未満

5千万円以上
1億円未満

1億円以上
10億円未満

10億円以上

軽い

〈図表2〉負担受益比率（試算）＜税負担額÷受益額＞

（注）改正の影響については、外形標準課税拡大による税負担の変化
　　のみを機械的に計算した。
（出所）立岡健二郎「外形標準課税拡大をどう評価するか
　　　-応益性の定量的把握と分析の試み-」JRIレビュー No.26（近刊）
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し
て
は
、
税
制
に
関
連
す
る
分
野
に
限
っ

て
も
、
企
業
の
本
社
機
能
を
地
方
に
移
転

す
る
場
合
の
税
制
優
遇
措
置
や
、
ふ
る
さ

と
納
税
の
拡
充
・
促
進
の
ほ
か
、
自
治
体

が
自
由
に
使
途
を
決
め
ら
れ
る
交
付
金
な

ど
が
並
び
、
今
後
も
多
様
な
施
策
が
繰
り

出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
地
方
創
生
の
成
否
は
、
そ

う
し
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
的
政
策
と
い
う
よ

り
、
住
民
や
自
治
体
自
ら
が
ど
れ
だ
け
当

事
者
意
識
や
危
機
意
識
を
持
ち
、
地
域
資

源
を
活
か
し
た
産
業
の
育
成
、
お
よ
び
、

地
域
を
支
え
る
人
材
の
発
掘
・
育
成
に
腰

を
据
え
て
取
り
組
め
る
か
に
懸
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
は
、
地
方
法
人
課
税
や
地
方

交
付
税
を
は
じ
め
、
住
民
、
自
治
体
の
当

事
者
意
識
の
育
成
を
阻
害
し
て
い
る
要
因

を
取
り
除
き
、
わ
が
国
全
体
と
し
て
負
担

と
受
益
の
リ
ン
ク
を
よ
り
強
め
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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